
江差町町有林Ｊ－クレジット認証・販売事業企画提案指示（仕様）書 

１ 事業名 

江差町町有林Ｊ－クレジット認証・販売事業 

 

２ 目的 

江差町町有林を対象に、国内おける地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度（以 

下、「Ｊ－クレジット制度」という。）に基づくＪ－クレジットの認証・販売を行うことにより、 

その収入を持続可能な社会の実現を目指す町のゼロカーボン施策に活用することを目的とす 

る。 

 

３ 対象 

江差町有林 1,062ｈａ 

※令和 8年 3月末時点、北海道林業統計の数値。今後、町有林面積及び対象面積が増減する 

ことを加味した上で提案すること。 

 

４ 資料の提供 

以下の資料については、申し出があれば事前に電子媒体で提供する。 

(1) 森林経営計画（内容に変更が生じた場合は、その都度提供する。） 

(2) 森林調査簿 

※上記資料については、本事業の提案資料作成を目的に提供するものであるため、目的 

外利用を禁じる。そのほか、本事業の遂行上必要な資料で、町が所有しているものに 

ついては提供する。 

 

５ 事業期間 

協定締結日から令和 17年 3 月 31 日まで（予定） 

※プロジェクト期間は、約 8年間を想定。 

 

６ 事業内容 

本事業は、「Ｊ－クレジット制度」を活用して町のゼロカーボン施策を推進しようとするも 

ので、事業概要は次のとおりとするが、詳細は本公募型プロポーザルにより提案された内容を 

踏まえ協定締結時の協議により決定する。 

(1) プロジェクト計画書作成・登録申請 

「プロジェクト計画書」を作成し、登録申請を行う。 

(2) モニタリング実施・報告書作成 

プロジェクト計画書に基づき、実際の二酸化炭素吸収量を算定するためのモニタリング 

を行い、モニタリングの実施結果に基づき吸収量を算定の上、「モニタリング報告書」を作 

成し、Ｊ－クレジットの認証申請を行う。 

(3) 販売・維持管理 

認証されたＪ－クレジットを活用し、購入先を募集して町との協議を経て販売業務を行 

う。また、対象となる期間におけるモニタリングを毎年実施し、その結果をモニタリング 



報告書にまとめる。 

(4) 打ち合わせ 

①業務に関する打ち合わせは、必要に応じて適宜実施するものとする。 

②実施方法は、原則として、対面とするが、状況に応じてオンラインでの打ち合わせも 

可とする。 

(5) 成果品の提出 

業務の成果品の提出については、プロジェクト計画書及びモニタリング報告書（データ 

可。）、業務過程で収集したデータ等を１部ずつ提出とし、その他、江差町が求めるものに 

ついて提出するものする。 

(6) その他 

本仕様書に定めのない事項のうち、本業務の遂行に当たり必要と思われる事項について 

は、江差町へ提案、協議の上、これを決定し、行うものとする。また、業務の進捗につい 

ては、江差町に対して定期的に報告すること。 

 

７ 関係制度文書 

本業務の実施に当たっては、本仕様書の定めによるほか、次のＪ－クレジット制度文書及び 

本町が定める「江差町森林整備計画」を遵守して実施するものとする。 

(1) 実施要綱 

(2) 実施規程（プロジェクト実施者向け） 

(3) 実施規程（審査機関向け） 

(4) モニタリング算定規程（森林管理プロジェクト用） 

(5) 方法論策定規程（森林管理プロジェクト用） 

(6) 約款（プロジェクト実施者向け） 

 

８ 個人情報の保護 

本業務により取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律等関係法令に基づ 

き取り扱うこと。 

 

９ 機密保持 

(1) 本事業を実施する事業者は、協定から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡してはな 

らないものとし、業務で知り得た内容を第三者に開示・漏洩してはならない。事業終了後 

も同様とする。 

(2) 本事業で使用する各種資料・データに含まれる情報等、情報の機密性が高く求められる 

資料を使用するため、紛失又は漏洩のないよう細心の注意を払うものとする。 

 

10 提出書類 

本事業を実施する事業者は、次の書類について町に提出すること。 

(1) 費用見積 ：年度当初 １部 

(2) 販売報告書 ：毎月 １部 

(3) 事業収支報告書 ：年度末 １部 



(4) 事業経費内訳 ：年度末 １部 

(5) その他江差町が必要と認め指定するもの 

 

11 その他 

(1) 本事業の実施に当たっては、江差町と必要十分な協議及び打ち合わせを行い、事業を 

遂行すること。 

(2) 本事業は、本仕様書に基づいて実施すること。ただし、目的達成のため、より効率的、 

効果的な意見等があれば提案すること。 

 (3) 本仕様書に定めのない事項については、都度、江差町と協議の上で決定し、江差町の指 

  示に従うものとする。 


